
令和３年１２月定例市議会 議案等の審議結果 

 
条    例    等 

職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
可決（全会一致） 

人事院規則の改正に伴い、職員が不妊治療に係る通院等のために取得できる「出

生サポート休暇」を新設する。 

三木市立小学校、中学校及び特別支援学校設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 
可決（全会一致） 

三木市立小中学校の学校再編に関する実施方針に基づき、令和４年４月１日付けで、

東吉川小学校を吉川小学校へ、星陽中学校を三木中学校へ統合することに伴い、条例

を改める。 

三木市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 可決（全会一致） 

国において出産育児一時金の見直しが行われ、一時金のうち、産科医療補償制度の

適用のある分娩に対する加算分の引き下げ、あわせて健康保険法施行令等の改正によ

る一時金本体分の引き上げが行われたことから、それぞれ条例に定める額を改める。 

三木市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
可決（賛成多数） 

国民健康保険特別会計の赤字の解消を図り、将来にわたって保険事業の安定的な運

営を確保するため、三木市国民健康保険運営協議会からの答申を経て策定した国民健

康保険財政健全化計画に基づき、保険税率等を改定する。 

 
予         算  

令和３年度三木市一般会計補正予算（第７号） 可決（全会一致） 

予算の総額に歳入歳出それぞれ６億９，７１３万円を追加し、３５１億５，５９

１万６千円とする。 

（内容） 

・新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響を受けている子育て

世帯を支援するため、高校生までの子どもがいる世帯に対し、児童１人当たり５

万円を支給するための経費を追加。〔5億 3千万円〕 

・国の方針を受けて、接種を希望されるすべての市民が、円滑に３回目の接種を受

けていただけるよう、コールセンターや大規模接種会場の設置などに必要な経費

を追加。〔1億 6,713万円〕 



 

令和３年度三木市一般会計補正予算（第８号） 可決（全会一致） 

予算の総額に歳入歳出それぞれ２億８，６２６万６千円を追加し、３５４億４，

２１８万２千円とする。 

（主な内容） 

・議会費のうち、人件費及び政務活動費を減額。〔537万円〕 

・前年度までに受け入れた国・県からの交付金等の精算に伴う返還金を追加。〔5,623

万 8千円〕 

・新たな事業所の開設などによりサービスの利用者及び利用回数が増加しており、

不足する見込みとなった障害福祉サービス費及び障害児通所給付費を追加。〔1

億 8,300万円〕 

・中止となった金物まつり及び三木金物フェアの開催に係る補助金を減額。〔2,470

万円〕 

・三木ホースランドパーク及びあじさいフローラみきの園内で発生しているナラ枯

れによる被害木の倒伏等による来園者への被害を未然に防ぐため、伐採処理に係

る経費を追加。〔960万円〕 

令和３年度三木市一般会計補正予算（第９号） 可決（全会一致） 

予算の総額に歳入歳出それぞれ１４億５，９４５万円を追加し、３６９億１６３

万２千円とする。 

（内容） 

・新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の

生活・暮らしを速やかに支援するため、住民税非課税世帯等に対し、１世帯当た

り１０万円を支給するための経費を追加。〔9億 3,400万円〕 

・国が方針を改め、高校生までの子どもがいる世帯に対し、先行支給の児童１人当

たり５万円と合わせた１０万円の現金一括支給を選択可能としたため、１０万円

を現金一括で支給し、対象世帯に迅速な支援を行うための経費を追加〔5億 2,545

万円〕 

令和３年度三木市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 可決（全会一致） 

予算の総額に歳入歳出それぞれ４３０万円を追加し、９６億５，２５７万４千円

とする。 

（内容） 

・新型コロナウイルス感染症に感染した方等への傷病手当金の追加及び社会保険と

の重複加入による保険税の還付金を追加〔430万円〕 

令和３年度三木市介護保険特別会計補正予算（第１号） 可決（全会一致） 

予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３，５９９万７千円を追加し、７１億８，１

９９万７千円とする。 

（主な内容） 

・前年度の繰越金等を基金に積み立てる。〔1億 2,992万 6千円〕 

・前年度に概算交付を受けた国・県負担金等の確定による返還、人事異動等による

人件費の補正〔607万 1千円〕 



 

令和３年度三木市水道事業会計補正予算（第１号） 可決（全会一致） 

・収益的支出において、人事異動等による人件費の増額３１２万３千円を増額し、

総額を１８億２３９万７千円とする。 

令和３年度三木市下水道事業会計補正予算（第１号） 可決（全会一致） 

・収益的支出において、人事異動等による人件費の減額及び借入金利息の確定によ

る減額を併せて１，０９５万４千円を減額し、総額を２４億９，２９３万８千円

とする。 

・資本的支出において、人事異動等による人件費の増額及び企業債償還金の確定に

よる減額を併せて７６万３千円を増額し、総額を２６億２，２３６万１千円とす

る。 

・資本的収入において、資本費平準化債の確定により１，５４０万円を減額し、総

額を１６億６，７１８万７千円とする。 

 

決         算  

令和２年度三木市一般会計歳入歳出決算 認定（全会一致） 

令和２年度三木市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 認定（賛成多数） 

令和２年度三木市介護保険特別会計歳入歳出決算 認定（全会一致） 

令和２年度三木市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 認定（賛成多数） 

令和２年度三木市学校給食事業特別会計歳入歳出決算 認定（全会一致） 

令和２年度三木市水道事業会計決算 認定（全会一致） 

令和２年度三木市下水道事業会計剰余金の処分及び決算 認定（全会一致） 

 

請         願 

国の責任による「２０人学級」を展望した少人数学級の前進を求める

請願 

継続審査 

（全会一致） 

市民の声をよく聞き、国民健康保険税の引き上げはしないことを求

める請願書 

不採択 

（賛成少数） 

 


